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令和6年度退職医療制度　事業一覧表
　退職医療組合員の医療費等の負担の軽減や健康管理を目的とした、給付事業・福祉事業を実施しています。
　事業内容・利用期間を御覧いただき、御利用ください。

※給付の請求ができるのは、その給付事由の生じた日から3年以内です。
※各事業の請求手続等については、次のページ以降を御覧ください。
※業務の都合上、互助組合から、医療機関や健診機関に問合せをすることがありますことを御承知おきください。

事業名 事由 内容 利用期間 該当頁

給
付
事
業

療養補助金
組合員が保険医
療機関等（保険
薬局を含む。）で
受診したとき

医療費総額の2割を給付（保険適用分）
※医療機関ごとに月最高限度額63,600円まで
※健康保険適用外の診療費は、給付対象外です。
※ 自己負担額が医療費総額の2割未満の場合は、自己負担額を

限度として給付します。
「○互退職医療給付（療養補助金）請求書」を記入の上、保険医療機
関の領収書（コピー可）を添付して請求してください。
なお、請求書が不足する場合は、P9の「送付連絡用紙」で請求し
てください。

満70歳に
達する会
計年度末
まで

4~5
9

死亡弔慰金 組合員が死亡した
とき

加入期間に応じて遺族に支給
　　　  1年未満　200,000円　　1年以上2年未満　180,000円
2年以上3年未満　160,000円　　3年以上4年未満　140,000円
4年以上5年未満　120,000円　　5年以上6年未満　100,000円
6年以上7年未満　 80,000円　　7年以上8年未満　 60,000円
8年以上9年未満　 40,000円　　　　　 9年以上　 20,000円
御遺族の方は、P15の「○互退職医療給付（死亡弔慰金）請求書」を
記入の上、P14の「請求書に添付する書類」を添付して請求して
ください。

終身

14~15

慶 祝 金
組合員が70歳以上
の長寿年齢に達した
とき

70歳（古希）　10,000円　　77歳（喜寿）　20,000円
80歳（傘寿）　30,000円　　88歳（米寿）　50,000円
90歳（卒寿）　50,000円　　99歳（白寿）　50,000円
誕生月に互助組合から送付する「○互退職医療給付（慶祝金）請求
書」を記入の上、請求してください。
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福
祉
事
業

1日人間ドック
助成

県内18健診機関
実施人員1,400人

健診料金のうち、12,000円を助成
【互助組合指定健診機関】
広島市7か所・呉市1か所・三原市1か所・尾道市1か所
福山市2か所・三次市2か所・庄原市1か所・東広島市2か所
廿日市市1か所
互助だよりNo.123（5月号）の「令和6年度「1日人間ドック」申込
書」により申込み、決定された場合、助成金12,000円は互助
組合が各健診機関に直接支払いますので、この事業に係る請求
は不要です。

互助
だより
No.123

（5月号）

入院助成金
組合員が引き続
いて7日以上入院
したとき

日額1,000円
※1年度毎に最高60日分を助成
P7の「○互入院助成金請求書」を記入の上、P6のフロー図に沿って
請求してください。なお、様式が複数枚必要な場合は、P7をコピー
するか、ホームページからダウンロードして使用してください。
P9の「送付連絡用紙」で、様式を請求することも可能です。

6~9

健 康 記 念
満70歳の年度末
まで療養補助金
を受給していない
組合員

30,000円を支給
令和5年度中に70歳に達した方で、加入日から令和5年度末（令
和6年3月31日）まで療養補助金の給付を受けなかった方が対
象です。
該当者に令和6年8月28日（水）に登録されている口座に送金し
ますので、この事業に係る請求は不要です。 

— —

広 報 紙 「互助だより」
発行

全組合員に配付
※年2回発行（5月・8月）
事業の案内、募集等をお知らせします。

終身 —
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①請求書は、月ごと、保険医療機関ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚作成してください。
例：令和6年4月に受診したものを請求するとき

　領収書をコピーして添付する場合は、請求済と未請求
の領収書を区別して保管してください。

領収書
Ａ病院
Ｒ6/4/1

領収書
Ａ病院

Ｒ6/4/10

領収書
Ａ病院
Ｒ6/4/25

R6年4月　A病院の
外来分として
まとめて1枚作成

請求書
Ａ病院

Ｒ６年４月
（外来）

②請求書は、その月の受診が終了してから、診療月の
　翌月以降に提出してください。
例：令和6年4月に複数の医療機関を受診した場合

令和6年4月に受診した病院・薬局
令和6年5月
以降に請求
※3年以内に請求

③重複請求が多く見受けられます。

A病院　外来

領収書
Ａ病院（入院）
Ｒ６/4/11～
Ｒ６/4/20

R6年4月　A病院の
入院分として
まとめて1枚作成

請求書
Ａ病院

Ｒ６年４月
（入院）

A病院　入院

請求済 未請求

領収書
Ｂ薬局○店
Ｒ6/4/1

領収書
Ｂ薬局○店
Ｒ6/4/10

B薬局○店

請求書
Ｂ薬局○店
Ｒ６年４月
（外来）

R6年4月　
B薬局○店を
まとめて１枚作成

④診療当日分以外の支払があり、「未収金」に金額が記
載されている領収書については、医療機関に、保険
診療分なのか、保険点数は何点なのかを明記しても
らってください。

⑤高額な医療費を「限度額適用認定証」を提示せずに
支払った時は、受診した月に加入していた健康保
険に「高額療養費」の申請を行い、「高額療養費」を
受給してください。

④⑤につきましては、互助組合から関
係機関に問い合わせをしても、個人情
報に当たるため回答が得られないこと
が多くあります。御協力ください。

「未収金」でなくても、保険診療分かどうか分からない
領収書がありますので、保険診療分・保険外分の金額
をそれぞれ医療機関に明記してもらってください。

領収書 R6.4.25

D病院

200点

××料 合計点数▲▲料

320点 530点

請求金額未収金

1590円4/10 100点 300円

領収金額

1890円

領収書
￥1,000円

但 治療費として領収しました。
E接骨院

Ｒ6/10/8

（一部負担金300円、保険外700円）

その後で、互助組合に請求してください。
公立学校共済組合の保険証を持っている。

はい

「給付金明細書」（公立
学校共済組合から発
行）の写しを添付して
請求してください。

いいえ

「高額療養費支給決定
通知書」（国保（市町
等）や協会けんぽから
発行）の写しを添付し
て請求してください。

日付と点数を明記して
もらってください！

未収金

4/10 100点 300円

一部負担金（保険適用）・保険外の
金額を明記してもらってください!
（一部負担金300円、保険外700円）

療養補助金の請求手続について
　退職医療組合員が保険医療機関で受診（満70歳に達する年度末までの受診で、保険適用分に限る。）し、自己負担が
あるときは、療養補助金の対象となりますので、次の点に注意して請求してください。
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互助　三郎

互助　三郎

広島

3

①請求書は、月ごと、保険医療機関ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚作成してください。
例：令和6年4月に受診したものを請求するとき

　領収書をコピーして添付する場合は、請求済と未請求
の領収書を区別して保管してください。

領収書
Ａ病院
Ｒ6/4/1

領収書
Ａ病院
Ｒ6/4/10

領収書
Ａ病院
Ｒ6/4/25

R6年4月　A病院の
外来分として
まとめて1枚作成

請求書
Ａ病院

Ｒ６年４月
（外来）

②請求書は、その月の受診が終了してから、診療月の
　翌月以降に提出してください。
例：令和6年4月に複数の医療機関を受診した場合

令和6年4月に受診した病院・薬局
令和6年5月
以降に請求
※3年以内に請求

③重複請求が多く見受けられます。

A病院　外来

領収書
Ａ病院（入院）
Ｒ６/4/11～
Ｒ６/4/20

R6年4月　A病院の
入院分として
まとめて1枚作成

請求書
Ａ病院

Ｒ６年４月
（入院）

A病院　入院

請求済 未請求

領収書
Ｂ薬局○店
Ｒ6/4/1

領収書
Ｂ薬局○店
Ｒ6/4/10

B薬局○店

請求書
Ｂ薬局○店
Ｒ６年４月
（外来）

R6年4月　
B薬局○店を
まとめて１枚作成

④診療当日分以外の支払があり、「未収金」に金額が記
載されている領収書については、医療機関に、保険
診療分なのか、保険点数は何点なのかを明記しても
らってください。

⑤高額な医療費を「限度額適用認定証」を提示せずに
支払った時は、受診した月に加入していた健康保
険に「高額療養費」の申請を行い、「高額療養費」を
受給してください。

④⑤につきましては、互助組合から関
係機関に問い合わせをしても、個人情
報に当たるため回答が得られないこと
が多くあります。御協力ください。

「未収金」でなくても、保険診療分かどうか分からない
領収書がありますので、保険診療分・保険外分の金額
をそれぞれ医療機関に明記してもらってください。

領収書 R6.4.25

D病院

200点

××料 合計点数▲▲料

320点 530点

請求金額未収金

1590円4/10 100点 300円

領収金額

1890円

領収書
￥1,000円

但 治療費として領収しました。
E接骨院

Ｒ6/10/8

（一部負担金300円、保険外700円）

その後で、互助組合に請求してください。
公立学校共済組合の保険証を持っている。

はい

「給付金明細書」（公立
学校共済組合から発
行）の写しを添付して
請求してください。

いいえ

「高額療養費支給決定
通知書」（国保（市町
等）や協会けんぽから
発行）の写しを添付し
て請求してください。

日付と点数を明記して
もらってください！

未収金

4/10 100点 300円

一部負担金（保険適用）・保険外の
金額を明記してもらってください!
（一部負担金300円、保険外700円）

○互 退職医療給付（療養補助金）請求書記入例

この欄は、
受給者証等をお持ちの方又は
限度額適用認定証等をお持ちの
方のみ記入してください。

対象外の例
　・健康保険適用外の治療　
　・健康診断、人間ドックの経費
　・インフルエンザ等の予防接種料
　・肺炎球菌の予防接種
　・文書料（診断書）
　・接骨院等で受けた保険適用外の施術（はり・きゅう・マッサージ） 
　・入院に関する諸費用（入院時食事代、室料差額、その他雑費）
　・保険薬局の処方箋以外で薬局で購入した薬品等
　・デイケア施設利用料
　・介護保険制度の診療分
　・病院までの交通費 

領収書のコピーは左端の
貼付欄に収まるように糊
付けしてください。

これらは、
給付対象外なので、
請求できません。

領収書がない場合や、鍼灸接骨院
等の保険点数の記載のない領収書
が発行された場合は、保険医療機
関等で点数、金額を記入してもら
い、証明を受けてください。

※なお、請求書が不足する場合は、P9の「送付連絡用紙」で請求してください。
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６ ６ １

765 4321

広島市中区互助町１丁目２－３

互助 三郎
０８２ １２３ ４５６７

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

ゴジョ サブロウ

互助 三郎

広島 県庁

入院助成金の請求手続について
　退職医療組合員が引き続いて７日以上健康保険適用の医療機関に入院された場合は、入院助成金が支給されます。
　次の枠内の記載に従って手続きしてください。※介護保険による入院は対象外です。

○互 入院助成金請求書記入例

チェック欄
□  以下のいずれか1つの書類を添付していま

すか。（コピー可）
　　□ 入院証明書
　　□ 退院証明書
　　□  領収書（入院の初日から入院期間の記

載のあるもの）

1
つ
選
択

確実に送金できる口座を
記入してください！

 「1. 現在の登録口座で受領する」を選択され
た場合に、登録口座の「解約」や「金融機関の
統廃合による支店の変更」により、送金がで
きない事案が発生しています。
　登録口座を変更する場合は、P13の変更
届を提出してください。

※注意
①介護施設に入所された場合や自宅療養された場合は対象になりません。
②70歳までの組合員は、療養補助金の請求もできます（診療点数の記載のある領収書が必要になります。）。

支給対象外です。

「保険医療機関証明欄」に入院していた
（している）病院で入院期間の証明を受
けてください。

入院助成金請求書を提出してください。入院助成金請求書と入院期間の確認できる書類を
提出してください。

はい

はい

はい

引き続いて７日以上の入院ですか。

入院の初日が、請求日から３年以内ですか。

入院期間の確認できる書類がありますか（コピー可）。
　　　入院証明書
　　　退院証明書
　　　領収書（入院の初日以降の全ての領収書）

いいえ

いいえ

いいえ

「保険医療機関証明欄」は、入院期間の
確認できる書類がない場合に、保険医
療機関に証明を受けてください。

1
つ
選
択
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医療費控除について
　医療費控除とは、確定申告する方やその方と生計を一にする配偶者
やその他の親族のために、1年間（1月〜12月）に支払った医療費（※）が
一定額を超えるときは、その医療費の額をもとに計算される金額の
所得控除が受けられる制度です。
　医療費控除の手続については、税務署にお問い合わせください。

※ 「1年間に支払った医療費」とは、病院等で支払った自己負担額から、
互助組合から支給される「療養補助金」及び「入院助成金」や、保険会
社等から支払われる保険金を差し引いた額となります。

　「療養補助金請求書」や、追加の「入院助成金請求書」又は「医療給付証明書」の送付を希望される場合は、退職医療組
合員番号、氏名、送付先住所、御希望の書類の必要事項（請求書希望枚数、医療給付証明書該当年）を記入して郵送又は
ファックスでお送りください。

送付連絡用紙

退職医療組合員番号 氏名

送付先住所

〒

療養補助金請求書 10枚　　　20枚　　　30枚　　　50枚

入院助成金請求書 1枚　　　　　　　　　2枚

医療給付証明書

令和　　　年分

令和　　　年分

令和　　　年分
※該当年の療養補助金・入院助成金の請求を全て行ったのち、送付してください。
※該当年の給付を送金した後で、2月以降に交付します。
※欄が足りない場合は、余白に加筆してください。

〈
キ
リ
ト
リ
〉 

〈 キ リ ト リ 〉  

医療費控除を申告される方は、互助
組合から、給付月に送付した「給付決
定通知書」を保管しておいて、申告時
に医療費控除の資料として使用して
ください。
なお、それを紛失した場合は、1年間
（1月〜12月）に支給された療養補助
金等の「医療給付証明書」を2月以降
交付しますので、御希望の方は下記
の送付連絡用紙で連絡してください。
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対象者氏名

広島銀行 山川
1234567 ゴジョ タロウ

互助 太郎     

６ 10 １

765 4321

広島市中区互助町１丁目２－３

互助 太郎

082 123 4567

慶祝金の請求手続について
　退職医療組合員の方が70歳以上の長寿年齢に達したときに、慶祝金を給付
しますので、「○互 退職医療給付（慶祝金）請求書」を記入の上、互助組合に提出し
てください。
　互助組合から請求書を送付したときに、宛所不明として返送されるものが多
くあります。
　転居等された場合は速やかにP13の「変更届」を提出してください。

○互 退職医療給付（慶祝金）請求書記入例

確実に送金できる口座を記入してください！
「1. 現在の登録口座で受領する」を選択された場
合に、登録口座の「解約」や「金融機関の統廃合に
よる支店の変更」により、送金ができない事案が
発生しています。
　登録口座を変更する場合は、P13の変更届を
提出してください。

慶祝金の請求書は、
互助組合から誕生月
初旬に送付します。

色付の欄は、印字されています。
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（第 7 条関係）

変　更　届○互

給付金振込先（登録口座）を変更される場合は、変更後の通帳のコピーを添付してください。
また、金融機関の統廃合により支店が変更となった場合も、届出が必要となります。

（お願い）

退職医療組合員番号

※
変
更
し
た
事
項
の
欄
の
み
記
入
し
て
下
さ
い

変更事項 変　更　前 変　更　後
フリガナ

氏　　名

郵便番号 〒　　　　　　 － 〒　　　　　　 －

フリガナ

住　　所
（詳細に記入
 してください）

電話番号 （　　　　）　　　　－ （　　　　）　　　　－

登録口座

銀行
金庫
信用金庫
信用組合
農協

本店
支店

銀行
金庫
信用金庫
信用組合
農協

本店
支店

普通預金

口座番号

普通預金

口座番号

フリガナ フリガナ

口座名義　　 口座名義　　

※通帳のコピーを添付

変更年月日 令和　　　年　　　月　　　日

　上記のとおり変更しましたので届けます。

一般財団法人広島県教育職員互助組合理事長　様

　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　 退職医療組合員（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 0 9 9 9

7 2 0

0 8 4

6

6

6

6

1

10

フクヤマシフクリチョウ99-99-103

福山市福利町99番99号103号室

ヒロシマシナカクゴジョマチ1-2-3

広島市中区互助町1丁目2-3

0 8 2

福山 山川 県庁広島

0 0 0 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7
ゴジョ　サブロウ　 ゴジョ　サブロウ　
互　助　三　郎 互　助　三　郎

互助　三郎

1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 4 5 6 7

7 6 58 5 1 4 4 3 2 1

氏名、住所、給付金振込先等が変わったときの手続について
　退職医療組合員の氏名、住所、電話番号、給付金振込先（登録口座）に変更があったときは、P13の「○互 変更届」（コピー
可）を記入の上、速やかに提出してください。

　毎年、互助組合から発送した郵便物が宛所不明として戻ってくることが多くあります。書類が返送される状態が2年
間継続した場合は郵便物の送付を停止します。
　送付を停止している間は、互助だよりや慶祝金の通知等は届かなくなりますので、転居される際は特に注意してください。
　また、金融機関の統廃合により支店等が変更され、現在の利用口座と互助組合の登録内容が異なっている場合があります。
　その場合は振込ができなくなりますので、必ず届出をしてください。

○互 変更届記入例

チェック欄
給付金振込先（登録口座）を変更される場合
□　変更後の通帳のコピーを添付していますか。
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（第 7 条関係）

変　更　届○互

給付金振込先（登録口座）を変更される場合は、変更後の通帳のコピーを添付してください。
また、金融機関の統廃合により支店が変更となった場合も、届出が必要となります。

（お願い）

退職医療組合員番号

※
変
更
し
た
事
項
の
欄
の
み
記
入
し
て
下
さ
い

変更事項 変　更　前 変　更　後
フリガナ

氏　　名

郵便番号 〒　　　　　　 － 〒　　　　　　 －

フリガナ

住　　所
（詳細に記入
 してください）

電話番号 （　　　　）　　　　－ （　　　　）　　　　－

登録口座

銀行
金庫
信用金庫
信用組合
農協

本店
支店

銀行
金庫
信用金庫
信用組合
農協

本店
支店

普通預金

口座番号

普通預金

口座番号

フリガナ フリガナ

口座名義　　 口座名義　　

※通帳のコピーを添付

変更年月日 令和　　　年　　　月　　　日

　上記のとおり変更しましたので届けます。

一般財団法人広島県教育職員互助組合理事長　様

　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　 退職医療組合員（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〈
キ
リ
ト
リ
〉 
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１ ２ ３ ４ ５ 

０ ５ ０ ５ ２ ０ 

互助 二郎 令和５年４月15日

安芸銀行 広島支店
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
ｺ ｼ゙ ｮ゙ ｱｷ ｺ
互助 明子

６ ６ 15

７６５ ‒ ４３２１

広島市中区互助町１丁目２－３

互助 明子

（０８２）１２３－４５６７

死亡者氏名

死亡弔慰金の請求手続について
　退職医療組合員が死亡されたときは、遺族（※）に死亡弔慰金を支給しますので、P15の「○互 退職医療給付（死亡弔慰金）
請求書」（コピー可）を記入の上、次の書類を添付して請求してください。

○互 退職医療給付（死亡弔慰金）請求書記入例

チェック欄
□ 請求者は遺族としての資格を有していますか。
□ 以下の書類は添付していますか。
　　□ 死亡の事実が確認できる書類
　　□  死亡した組合員と請求者である遺族との

続柄が確認できる書類
　　□ 送金先（請求者名義）の通帳の写し

全
て
必
要

※遺族の範囲
　　互助組合の「組合員に関する規則」により、請求資格のある遺族は、組合員であった者

の配偶者又は子、配偶者や子がいない場合は父母、孫及び祖父母となります。
　　該当する遺族がいない場合は、お手数ですが、互助組合へ電話等で連絡してください。

①死亡日が確認できる書類（例えば、戸籍謄本の写し、死亡診断書の写し）
②死亡した組合員と遺族との続柄が確認できる書類
　（例えば、戸籍謄本の写し、住民票の写し（同居の場合））
③送金先の通帳の写し

★請求書に添付する書類
　※本籍が記載されている場合は、マジック等で見えないようにしてください。

死亡される前に健康保険適用
の医療機関に引き続いて7日
以上入院されていた場合は、入
院助成金を請求できますので、
P6〜7を参考にしてください。
入院助成金と死亡弔慰金の請
求者は同じ方にしてください。
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死亡者氏名

〈
キ
リ
ト
リ
〉 
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令和6年度の給付金処理日等

締切日
毎月10日（必着）
郵便事情を考慮して早めに提出してください。
10日が土日祝の場合は、その直後の営業日

送金日
毎月28日
10日の締切日に間に合わなかった請求については、
翌月の28日に送金します。
28日が土日祝の場合は、その直前の営業日

請求が
できる期間 給付事由の発生した日から3年間

令和7年度からは、
2か月に1回の送金に変更となります。
詳しくは、互助だより5月号を御覧ください！

お知らせ
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